
上の支援を実施することを必須とする。 

  この場合、支援Ａを支援Ｂに、あるいは支援Ｂを支援Ａに代えることは

できないものとする。 

 

支援Ａ（積極的関与タイプ） 

●取り組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメント、必要時、 

●行動目標・計画の設定を行う。（中間評価） 

生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認に基づき、必要

な支援を行う。 
●栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 

 

支援Ｂ（励ましタイプ） 

●行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や  
励ましを行う。 

     

〈６か月後の評価〉 
●６か月後の評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するも   

のである。 
●設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に   

変化が見られたかについて評価を行う。 
   ●必要に応じてより早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価すると

ともに、保健指導実施者による評価を行う。 
●継続的な支援の最終回と一体的に実施しても構わない。 

 

⑤支援形態 

〈初回時の面接による支援形態〉 

●動機づけ支援と同様の支援 

 

〈３か月以上の継続的な支援〉 

支援Ａ（積極的関与タイプ） 

●個別支援Ａ、グループ支援、電話Ａ、e-mailA から選択して支援するこ     

ととする（電話Ａ、e-mailA とは、e-mail、ＦＡＸ、手紙等により、初

回面接支援の際に作成した特定保健指導支援計画及び実施報告書の実施

状況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいた支援を

いう）。 

 

支援Ｂ（励ましタイプ） 

●個別支援 B、電話Ｂ、e-mailＢから選択して支援することとする(電話  

Ｂ、e-mailB とは、e-mail、FAX、手紙等により、支援計画の実施状況

の確認と励ましや賞賛をする支援をいう)。 
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